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【港湾技術規準の変遷】

昭和２５年 港湾工事設計示方要覧

昭和３４年 港湾工事設計要覧

昭和４２年 港湾構造物設計基準

昭和５４年 港湾の施設の技術上の基準・同解説

昭和５５年 港湾の施設の技術上の基準・同解説

（超大型石油タンカー用施設・海上貯油基地施設）

平成元年 港湾の施設の技術上の基準・同解説（改正版）

平成６年 港湾の施設の技術上の基準・同解説

（マリーナ等一部改正）

平成１１年 港湾の施設の技術上の基準・同解説（改正版）

技術基準改正の経緯

昭和４８年 港湾法改正 ５６条の２の条項を追加

昭和４９年 基準省令の制定

平成１１年 基準省令の細目を定める告示の制定

平成１８年 港湾の施設の技術上の基準・同解説（改正予定）
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社会情勢の変化
・国際的な基準類の性能規定化
の流れ

技術的知見の蓄積
・信頼性設計法
・LCMの概念

・新しい入力地震動の考え方
・・・・・・

今回の基準改正の背景

基準類の性能規定化は，現在
の社会的要請から，緊急な対応
が必要！！

・施設の安全性等の説明責任
・地域特性に応じた設計の必要性
・技術のグローバル化への対応
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政府調達協定・TBT協定(Agreement on Technical Barriers to Trade)

でISO規格を尊重

CEN (European Committee for Standardization)

EU18カ国．土木関連分野で56TC

Eurocode1～9(TC250)
Eurocodesに対抗する独自案を検討しつつ、ＩＳＯへの

積極的な参画を図る．

WTO(World Trade Organization)

ISO(International Organization for Standardization)

ISO2394(構造物の信頼性に関する一般原則)

ISO3010(構造物への地震作用）

アジア各国

ヨーロッパ

アメリカ・カナダ

？
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構造物の設計法を取り巻く世界の動向 ２



規制改革推進３か年計画 （平成１３年３月３０日閣議決定）

基準の内容が、技術革新に対して柔軟に対応できるよう、仕様規定となっている基準
については、原則としてこれをすべて性能規定化するよう検討する。

国土交通省公共事業コスト構造改革プログラム （平成１５年３月）

「土木・建築にかかる設計の基本」に沿った基準類の改定、策定を行う。
・「土木工事共通仕様書」の改訂
・道路橋の技術基準の検討
・「港湾の施設の技術上の基準」の性能規定化

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改訂
平成１８年度から運用開始予定

性能規定化の必要性
３



仕様規定から性能規定へ

『土木・建築にかかる設計の基本』（国土交通省、平成１４年１０月）

①構造物の基本的要求性能として、「安全性」、「使用性」及び「修復性」の確保を規定している。
安全性：想定した作用に対して構造物内外の人命の安全性等を確保する。
使用性：想定した作用に対して構造物の機能を適切に確保する。
修復性：想定した作用に対して適用可能な技術でかつ妥当な経費および期間の範囲

で修復を行うことで継続的な使用を可能とする。

②構造物の設計供用期間を定める。

③要求性能を満たすことの検証方法としては信頼性設計の考え方を基礎として限界状態設計
を考える。

④耐震設計では設定した耐震性能を明示し、それに対する地震動レベルを設定する。

【仕様規定の概要】

結果に至るプロセスまでも規定し、完成物を特定
○材料・部材・構造物・施設などを造る際に要求する、特定の形状、

構造、寸法、成分、精度、製造法、試験方法などの細部までを明示

【性能規定の概要】

結果に求める性能のみを規定し、完成物を特定しない
○材料・部材・構造物・施設などに求められる性能を明示

４



「安全率」に基づく設計法から、「性能規定（期待滑動量等）」に基づく設計法へ！

防波堤における性能規定化のイメージ

【従来の設計法】
自然条件（波の力等）に加

え、「安全率」の概念で構造
断面を設計

【性能規定化による設計法】
自然条件（波の力等）に加

え、「期待滑動量」の概念で
構造断面を設計

例えば、「安全率=１．２」が

条件となる。

例えば「滑動量＜０．３メー
トル」が条件となる。

より経済的な
構造断面へ

安全率： 壁体に作用する外力

に対して、どれだけの
抵抗力が確保されてい
るかの指標

波力

波力

性能規定化のイメージ ５



国土交通省が所管する基準類の性能規定化の動向

「港湾の施設の
技術上の基準を
定める省令」を性
能規定化する予
定（平成１８年度）

「鉄道に関する技
術上の基準を定
める省令」の制定

（H14.3施行）

↓

性能規定の導入

建築基準法を改
正（H12.6施行）

↓

性能規定の導入

道路橋示方書を
改訂（H14.3）

「性能規定型の
技術基準を目指
して、要求する
事項とそれを満
たす従来からの
規定とを併記」

未定性能規定
化の動向

法

体

系

・港湾法施行規
則

・港湾の施設の
技術上の基準を
定める省令

・鉄道に関する技
術上の基準を定
める省令

・建築基準法施
行規則

・道路法施行規
則

・道路構造令施
行規則

・河川法施行規
則

・河川管理施設
等構造令施行
規則

省令

・港湾法施行令・建築基準法施
行令

・道路法施行令

・道路構造令

・河川法施行令

・河川管理施設
等構造令

政令

・港湾法・鉄道営業法・建築基準法・道路法・河川法法律

港湾鉄道建築道路河川

６



建築基準法における性能評価のフロー ７

性能項目

性能基準

高度な検証方法

指定性能評価機関
による評価

一般的な検証方法 例 示 仕 様

材料試験や高度な計算の審査等
専門家による判断が必要なもの

告示等に示されている検証方法
によるもの

具体的な工法や仕様が示されて
いるもの

・超高層建築物の構造計算方法

・令に「国土交通大臣の認定を
受けたもの」とあるもの

・耐火性能検証法

・全館避難安全検証法

・限界耐力計算
など

・令に「国土交通大臣が定めた構造
方法を用いるもの」とあるものなど

国土交通大臣の認定

建築主事または指定確認検査機関による確認

（事例）

（手続き）

（政令・告示）



(例)地震力に対する安全性
(1) 水平方向の入力地震動の設定
(2) 建築物の振動系モデルの設定
(3) 応答計算
(4) 検討結果

①稀に発生する地震動に対する各階
の応答層間変形角、構造耐力上主要
部分に生じる応力
②極めて稀に発生
する地震動に対す
る各階の応答層間
変形角、各階の層
としての応答塑性
率、構造耐力上主
要部分に生じる応
答塑性率

(例）地震力に対する安全性
の評価
(1) 水平方向の入力地震動の

設定法
(2) 建築物の振動系モデルの

設定法
(3) 応答計算
(4) 評価結果

①稀に発生する地震動に対し
て各階の応答層間変形角、構
造耐力上主要部分に生じる応
力が損傷限界以内にあること
②極めて稀に発生する地震動
に対して各階の応答層間変形
角、各階の層としての応答塑
性率、構造耐力上主要部分に
生じる応答塑性率が倒壊、崩
壊限界以内にあること

国
土
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通
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超高層建築物 ｈ≧60ｍ

超高層建築物の性能評価は、長期荷重、積
雪荷重、風圧力、地震力に対する安全性、
外装材等の安全性等に対する検討が必要。

申請者 指定性能評価機関

国土交通大臣が定める基準に
従った構造計算によっているこ
とを規定項目に対し評価する。

超高層建築物に関する性能評価のフロー ８



鉄道に関する技術上の基準の枠組み ９

国土交通省

参考

実施基準
解釈基準

（強制力なし）

解 説

（解釈基準と異なる場合は、必要に応じて説明）

省 令 等 （原則、性能規定化）

鉄道事業者

届出

関係者

解釈基準に反映

鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成13年12月25日）
第３条第５項 地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合し
ないと認めるときは、実施基準を変更すべきことを指示することができる。

出典：「解説 鉄道に関する技術基準（土木編）」



港湾法第56条の2の2 （港湾の施設に関する技術上の基準）

水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の
施設は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法
令の規定によるほか、国土交通省令で定める技術上の基準に
適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。

１．基準の性能規定化に伴い、高度な設計法が用いられる場合、

基準の適合性評価をどのように実施するのか。

２．建設、改良、維持の全ての段階で、施設の性能を担保する

にはどうすればよいか。

港湾の技術基準の改定に際しての検討項目 １０



港湾の技術基準の性能規定化に伴う港湾法改正の方向性 １１

１．適合性評価のあり方（案）

①高度な検証が必要な場合は、建築基準法と同様

に、第三者機関による適合性評価制度を創設

２．維持の段階での施設の性能の担保のあり方（案）

①建設、改良段階における維持管理計画の制定の

義務化

②適切な維持管理の実効性、技術基準の適合性を

担保するため、国による改善勧告と報告の徴収を

追加



設計断面

適合性評価（港湾管理者等）

評価可能 評価不可能

国による適合性評価

設計断面の妥当性の判断設計断面の妥当性の判断

建設、改良

適切な維持管理 国による勧告等

維持管理計画の策定（港湾管理者等）

不適切な維持管理

第三者機関
による評価

必要に応じて
評価の代行

評価結果

港湾の施設の性能（設計～維持）を担保する枠組み（イメージ）

高度な設計法に
対する適合性評価

１２


